
 

 

支配株主等に関する事項について 

 

令和５年１月30日 

各位 

 

 

 

 
 
 

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社又はその他の関係会社の親会社等の商号等 

 

（令和５年１月30日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 
発行する株券が上場されている 

金融商品取引所 直接 
所有分 

合計 
対象分 

計 

松村 豊人(注１) 
支配株主 

（親会社を除く） 
52.00 48.00 100.00 - 

 松村 優(注２) 
支配株主 

（親会社を除く） 
24.00 76.00 100.00 - 

 松村 周(注３) 
支配株主 

（親会社を除く） 
12.00 88.00 100.00 - 

（注１）松村豊人氏の合算対象分に関しては、役員等により議決権の過半数を自己の計算において所有する会社であるビッグフレンズ株式会社の持分、松村優氏及び松

村周氏の持分の割合であります。 

（注２）直接保有分に関しては、同氏が有価証券管理信託契約に基づいて日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口 820079273）に信託しております。なお、議

決権は委託者兼受託者である同氏の指図により行使されることになります。 

（注３）直接保有分に関しては、同氏が有価証券管理信託契約に基づいて日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口 820079274）に信託しております。なお、議

決権は委託者兼受託者である同氏の指図により行使されることになります。 

 

２．支配株主等との取引に関する事項  

該当事項はありません。 

 

３．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況  

支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、か

つ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。

関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行うことで、関連当

事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 

 

以 上 

会 社 名 大友ロジスティクスサービス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 松村 豊人 

（コード番号  9149 TOKYO PRO Market） 

問 合 せ 先    執行役員経理部長 松島 義之 

(03)5245-3001 

Ｕ Ｒ Ｌ     https:/ / www.otomo-logi.co.jp/ 


